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○津山圏域衛生処理組合議会会議規則 

昭和４６年７月１２日 

津山圏域衛生処理組合議会規則第１号 

改正 平成１６年３月２４日議会規則第１号 

平成２７年１２月１８日議会規則第１号 

第１章  総則 

第１条 議員は，招集の告示に指定された日について，指定された場所に集合しなければな

らない。 

第２条 議員は，招集に応ずることができないときは，あらかじめその旨を議長に届け出な

ければならない。 

第３条 議員の議席は，一般選挙後初めて招集された議会並びに年頭初の議会において，く

じでこれを定める。補欠により当選した議員は，前任者の議席に着くものとする。ただし，

同時に当選した議員が２人以上あるときは，くじでこれを定める。 

  議席には番号札をつける。 

第４条 議会の開閉は，議長が宣告する。 

   第２章  会期及びその延長 

第５条 会期は，毎会期の初めに議会の議決で定める。 

第６条 会期は，議会の議決によって延長することができる。 

第７条 会議時間は，午前１０時から午後５時までとする。 

２ 議長は，必要あると認めるときは，会議時間を変更することができる。ただし，出席議

員４人以上から異議があるときは，議会に諮って決める。 

第８条 第５条の規定により会期を決めたとき又は第６条の規定によって会期を延長したと

きは，議長は直ちに管理者に通告しなければならない。 

   第３章  開議・休会及び散会 

第９条 開議・散会・延会・中止又は休憩は，議長が宣告する。 

第１０条 前条における延会の場合において，欠席議員があるときは，議長はこれをその議

員に告知しなければならない。ただし，会議の時間を延長するときは，この限りでない。 

   第４章  議事日程 

第１１条 議長は，議事日程を定めてあらかじめ議員に配布するものとする。 

第１２条 議長は，必要があると認めるときは会議に諮り議事日程を変更することができる。 

   第５章  議事 
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第１３条 議員が発言するときは，議長と呼び自己の議席番号を告げて，議長の反呼を求め

なければならない。 

第１４条 議員の発言中は他の議員は発言を求めることができない。 

第１５条 議員が会議において質問しようとするときは，議長の定める期間内に，その要旨

を文書で議長に通告しなければならない。ただし，緊急を要するときは，議会の同意を得

て質問することができる。 

第１５条の２ 動議は，２人以上の賛成がなければ，議題とすることができない。 

第１６条 討論は，議題外に渉ってはならない。 

第１７条 議長は，発言が全くないとき又は討論が尽きないときでも，論旨が尽きたと認め

たときは，終結を宣告し，採決をすることができる。 

第１８条 議長は，採決するときは，その議題を宣告しなければならない。前項の宣告があ

った後は，議員は，その議題について発言することができない。 

第１９条 採決の順序は，原案に遠いものから先にするものとする。 

   第６章  会議録 

第２０条 会議録に記載する事項は，次のとおりとする。 

 ⑴ 開会及び閉会に関する事項並びに年月日時 

 ⑵ 開議・散会・延会・中止及び休憩の日時 

 ⑶ 出席及び欠席議員の氏名 

 ⑷ 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

 ⑸ 説明のため出席した者の職氏名 

 ⑹ 議事日程 

 ⑺ 議長の諸報告 

 ⑻ 議員の異動並びに議席の指定及び変更 

 ⑼ 会議に付した事件 

⑽ 議案の提出・撤回及び訂正に関する事項 

⑾ 選挙の経過 

⑿ 議事の経過 

⒀ その他議長又は議会において必要と認めた事項 

第２１条 会議録に署名する議員は２人とし，議長が会議において指名する。 

   第７章  議場の秩序 

第２２条 議事中は，何人も静かにして，会議の妨害となるような言動をしてはならない。 
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   第８章  全員協議会 

第２３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１００条第１２項の規定による議案の

審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場として全員協議会を設ける。 

２ 全員協議会は，議員の全員で構成し，議長が招集する。 

３ 全員協議会の運営その他必要な事項は，議長が別に定める。 

   付  則 

 この規則は，昭和４６年７月１２日からこれを施行する。 

   付  則（平成１６年３月２４日議会規則第１号） 

 この規則は，公布の日から施行する。 

付  則（平成２７年１２月１８日議会規則第１号） 

 この規則は，公布の日から施行する。 


